
別表 助成対象経費 

科目 内容 対象経費例 備考 

１事業費 

材料費 

・イベントで使用する食 

材の材料費（祭りでの 

模擬店等） 

・資材代 

 

物品借上料 物品・備品レンタル料 

備品についてはレンタル、リー

スにより対応する。 

（備品とは、当該事業のみで使

用されることが確認できるも

のであり、その性質及び形状を

変ずることなく比較的長期の

使用に耐えるものをいう。） 

印刷製本費 コピー代  

事務用品、消耗

品 
事務用品購入費  

通信費 
インターネットプロバイ

ダー料 

事業において不可分であるこ

とが明確なものに限る。 

借上料 
・会場代 

・駐車場代 

自治会等に支払う場合は、正規

に領収書を発行してもらい謝

金的なものにならないように

する。 

手数料 
・道路使用料 

・占有申請料 
 

郵便代 切手代  

景品代等 イベントで提供する景品 賞金は除く 

広告宣伝費 事業に関する広告宣伝  

施設利用料 
イベント等で利用する施

設の使用料 
 

２謝礼 

謝礼（外部専門

家等に対する謝

金等） 

 

・セミナー講師、事業ア 

ドバイザーに対する謝 

礼 

・事業実施に伴う外部団 

体等に対する謝礼 

・左記以外に対する謝礼は対 

象外。 

・外部団体に支払う場合は、 

事業に伴う収入がないこ 

と。 

※個人に支払う場合は、支払 

いが証明できる資料を添 

付する。（領収書のほかに 

銀行振込時の通帳コピー 

などを添付することが望 

ましい。） 

※セミナー講師又は事業アド

バイザーに対する謝礼を補助



対象経費として計上する場合

は、次に掲げる書類を提出する

こと。 

ア 当該講師又はアドバイザ

ーのプロフィール（職歴及び業

務実績が確認できるもの） 

イ 当該業務内容が分かる資

料（ホームページ、名刺、事業

概要資料等） 

ウ 当該業務の内容が具体的

に確認できる書類（業務委託契

約書、業務内容説明書等の簡易

なものを含む） 

３旅費 

外部専門家や外

部団体（個人）

への旅費 

研修の際の講師や、イベン

ト出演者に係る交通費 

左記以外に対する旅費は対象

外。 

※視察や旅行事業にかかる 

移動費や宿泊費は対象外。 

４委託費 

設置費や委託費 

会場設置費用、交通整理に

係る費用、会場警備に係る

費用 

大規模な（１事業者当たり１０

万円以上かかる）イベント開催

に伴うものに限る。 

調査委託費 

 

商圏調査、顧客分析、マー

ケティング調査等に係る

業務委託費 

 

制作・開発委託

費 

ホームページの開設及び

更新、動画制作、SNS 運用

支援、システム導入・DX支

援等に係る業務委託費 

 

企画・助言委託

費 

事業計画の策定支援、創業

支援、業態転換支援等に係

る専門家への業務委託費 

 

保険料 事業に係る保険料  

注） 

１ 上記経費に関わる消費税も対象とします。 

２ 項目に関係なく対象外経費として扱うものは、次のとおりです。 

 (1) 交付決定日以前に発注し、又は支払いした経費 

 (2) 領収書の宛名に商店街名又は商店街代表者の氏名が記載されていないもの 

 (3) 領収書の購入品目が判断できないもの 

 （購入品目の記載がない領収書にはレシートをつけること） 

 (4) 領収書に領収印がないもの 

 (5) 経費の内容が不明確なものや積算が曖昧なもの 

 
 


